
社会福祉法人　みたか小鳥の森福祉会
現況報告書（令和4年4月1日現在） 別紙１

１．法人基本情報

(1)都道府県区分 (2)市町村区分 (3)所轄庁区分 (4)法人番号 (5)法人区分 (6)活動状況

(7)法人の名称

(8)主たる事務所の住所

(9)主たる事務所の電話番号 (10)主たる事務所のＦＡＸ番号 (11)従たる事務所の有無

(12)従たる事務所の住所

(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

(15)法人の設立認可年月日 (16)法人の設立登記年月日

２．当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 (2)評議員の現員 (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

～

～

～

～

～

～

３．当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 (2)理事の現員 (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

～

～

～

～

～

４．当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 (2)監事の現員 (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

５．前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

６．当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

(2)施設・事業所職員の人数

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

７．前会計年度に実施した評議員会の状況

13 東京都 204 三鷹市 13000 5012405001591 01 一般法人 01 運営中

社会福祉法人　みたか小鳥の森福祉会

東京都 三鷹市 三鷹市井の頭5丁目22-8

0422-45-4558 0422-79-4421 2 無

(3-1)評議員の氏名 (3-3)評議員の任期 (3-4)評議員の所

轄庁からの再就職

状況

(3-5）他の社会福祉法人の評

議員・役員・職員との兼務状況

(3-7)前会計年度における評

議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業

http://www.kotorinomori.or.jp (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@kotorinomori.or.jp

昭和57年2月1日 昭和57年2月22日

8 8 82,520

元保育士　

川畑　和美 R3.6.12 R5年度に関する定時評議員会終結の時まで
2 無 2 無 1

元保育園園長

R5年度に関する定時評議員会終結の時まで
2 無 2 無 1

三鷹市井の頭地区民生児童委員　

阪田　亜紀子 R3.6.12 R5年度に関する定時評議員会終結の時まで
2 無 2 無 1

会社員　ニチアス株式会社

太田　敏雄 R3.6.12 R5年度に関する定時評議員会終結の時まで
2 無 2 無 1

大学用務員　昭和大学付属烏山病院

遠藤　みゑ子 R3.6.12 R5年度に関する定時評議員会終結の時まで
2 無 2 無 1

薬剤師

原　栄義 R3.6.12

久保田　均 R3.6.12 R5年度に関する定時評議員会終結の時まで
2 無 2 無 1

（独）労働者健康安全機構労働安全衛生研究所

宮崎　博子 R3.6.12 R5年度に関する定時評議員会終結の時まで
2 無 2 無 1

看護師　全国保健師看護師協会　理事

村木　育子 R3.6.12 R5年度に関する定時評議員会終結の時まで
2 無 2 無 1

2 無

R3.6.12 R5年度に関する定時評議員会終結の時まで 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 2 理事報酬のみ支給 5
中村　奉子

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月10日 社会福祉法人みたか小鳥の森福祉会保育アドバイザー

2 無

R3.6.12 R5年度に関する定時評議員会終結の時まで 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 2 理事報酬のみ支給 5
森島　伸弘

1 理事長 平成6年2月22日 1 常勤 平成29年6月10日 社会福祉法人みたか小鳥の森福祉会理事長

(3-7)理事の

所轄庁からの

再就職状況

(3-8)理事の任期 (3-9)理事要件の区分別該当状況

(3-10)各理

事と親族等特

殊関係にある

者の有無

(3-11)理事報酬等の支給形態

(3-13)前会

計年度におけ

る理事会への

出席回数

7 7 2 特例無

(3-1)理事の氏名

(3-2)理事の役職(注)
(3-3)理事長への就任

年月日

(3-4)理事の

常勤・非常勤

(3-5)理事選任の評議

員会議決年月日
(3-6)理事の職業

18,509,716

2 無

R3.6.12 R5年度に関する定時評議員会終結の時まで 3 施設の管理者 2 無 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 3
猪狩　聖子

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月10日 みたか小鳥の森保育園園長

2 無

R3.6.12 R5年度に関する定時評議員会終結の時まで 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 2 理事報酬のみ支給 5
岡本　友子

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月10日 せたがや小鳥の森保育園　元園長

2 無

R3.6.12 R5年度に関する定時評議員会終結の時まで 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 2 理事報酬のみ支給 5
近藤　みつる

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月10日 (社福）こうれいきょう理事・施設長

2 無

R3.6.12 R5年度に関する定時評議員会終結の時まで 4 その他 2 無 2 理事報酬のみ支給 5
佐々木　亨

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月10日 NPO文化学習共同ネットワーク・学習センター講師

2 無

R3.6.12 R5年度に関する定時評議員会終結の時まで 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 2 理事報酬のみ支給 5
菊地　繁行

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月10日 練馬区学童指導員非常勤

3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 5

別府　達夫
税理士　税理士事務所勤務 2 無 令和3年6月12日

R3.6.12 R5年度に関する定時評議員会終結の時まで 5 財務管理に識見を有する者（税理士） 5

(3-3)監事選任の評議

員会議決年月日

(3-4)監事の任期 (3-5)監事要件の区分別該当状況

(3-7)前会計年度にお

ける理事会への出席回

数

前山　武雄
非常勤小学校教諭 2 無 令和3年6月12日

R3.6.12 R5年度に関する定時評議員会終結の時まで

2 2 224,605

(3-1)監事の氏名

(3-2)①監事の職業 (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

　　　「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）

(1-2)前会計年度

の会計監査人の監

査報酬額（円）

(1-3)前年度

決算にかかる

定時評議員

会への出席の

有無

(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）

(2-2)当会計年度

の会計監査人の監

査報酬額（円）

2 無

1 0 0

(1)評議員会ごとの評議

員会開催年月日

(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・

会計監査人別の出席者数 (3)評議員会ごとの決議事項

0.0 0.0

51 0 55

0.0 17.2
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社会福祉法人　みたか小鳥の森福祉会
現況報告書（令和4年4月1日現在） 別紙１

(4)うち開催を省略した回数

８．前会計年度に実施した理事会の状況

(4)うち開催を省略した回数

９．前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(3)監査報告により求められた改善すべき

　　　事項に対する対応

１０．前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(1)社会福祉事業の実施状況

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(2)公益事業

令和3年6月12日 8 3 2

2020年度事業報告について

2020年度計算書類、財産目録承認について

役員の報酬額の決定及び役員等報酬規程の承認

(1)評議員会ごとの評議

員会開催年月日

(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・

会計監査人別の出席者数 (3)評議員会ごとの決議事項

評議員 理事 監事 会計監査人

令和3年5月29日 7 2

2020年度事業報告案について

2020年度決算報告書案について

役員改選について

評議員改選について

令和3年6月12日 7 2 21期理事長選出について

0

(1)理事会ごとの理事会

開催年月日

(2)理事会ごとの理事・監事

別の出席者数 (3)理事会ごとの決議事項

理事 監事

令和4年3月26日 7 2

2021年度二次補正予算について

2022年度事業計画について

2022年度当初予算について

役員報酬改定について及び限度額の設定について

令和3年11月27日 7 2
一次補正予算について

次年度一時金について

令和4年2月26日 7 2
みたか小鳥の森保育園分園の独立園化と本園就学時までの保育化の展望

扶養手当対象を広げることについて

0

別府　達夫

前山　武雄

なし

なし

ウ　延べ床面積

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月日

（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）
（イ）修繕費合計額（円）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円）

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ総

数（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型コー

ド分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

002
みたか小鳥

の森保育園

02091201 保育所 みたか小鳥の森保育園

東京都 三鷹市 井の頭5-22-8 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和57年4月1日 0 0

ア建設費 0
001 本部

00000001 本部経理区分 本部

東京都 三鷹市 井の頭5-22-8 1 行政からの賃借等 4 その他

平成30年4月1日 86 1,032

ア建設費 平成30年3月31日 19,288,284 221,298,000 62,826,000 303,412,284
002

みたか小鳥

の森保育園

02091201 保育所 みたか小鳥の森保育園分園

東京都 三鷹市 牟礼4-9-25 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和57年4月1日 30 396

ア建設費 昭和57年3月1日 26,960,000 25,160,000 52,120,000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成23年4月1日 67 826

ア建設費 平成23年3月31日 53,361,991 126,544,614 59,000,000 238,906,605
003

せたがや小

鳥の森保育

園

02091201 保育所 せたがや小鳥の森保育園

東京都 世田谷区 北烏山8-9-13 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ総

数（人／年）
①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型コー

ド分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員
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社会福祉法人　みたか小鳥の森福祉会
現況報告書（令和4年4月1日現在） 別紙１

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(3)収益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

11-2．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

１２．社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません） 

（1）社会福祉充実残額等の総額（円）

（2）社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）

　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

　　②地域公益事業（円）

　　③公益事業（円）

　　④合計額（①＋②＋③）（円）

（3）社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

　　②地域公益事業（円）

　　③公益事業（円）

　　④合計額（①＋②＋③）（円）

（4）社会福祉充実計画の実施期間 ～

１３．透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

　①任意事項の公表の有無

　　㋐事業報告

　　㋑財産目録

　　㋒事業計画書

　　㋓第三者評価結果

　　㋔苦情処理結果

　　㋕監事監査結果

　　㋖附属明細書

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

　①事業運営に係る公費（円）

　➁施設・設備に係る公費（円）

　③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

　①実施者の区分

　➁実施者の氏名（法人の場合は法人名）

　③業務内容

　④費用［年額］（円）

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

　①所轄庁から求められた改善事項

（イ）修繕費合計額（円）イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月日

（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

⑦事業所単

位での定員

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ総

数（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型コー

ド分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

（イ）修繕費合計額（円）イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月日

（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり）

ひろば事業 三鷹市井の頭

子育て相談　育児支援のための講座　身体測定

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり）

一時預かり保育事業 三鷹市井の頭、世田谷区北烏山

一時保育

①取組類型コード分類

➁取組の名称 ③取組の実施場所(区域)

④取組内容

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり）

実習生受け入れ 三鷹市井の頭、世田谷区北烏山

実習生受け入れによる福祉人材育成をはかる

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ネットワークづくり）

ボランティアの受け入れ 三鷹市井の頭

ボランティアの受け入れによる福祉人財育成を図る

0

0

0

0

0

0

みたか小鳥の森保育園 2020年度

せたがや小鳥の森保育園 2020年度

1 有

498,873,190

558,882

0

施設名 直近の受審年度

1 有

1 有

1 有

1 有

1 有

1 有

0

0

0

1、評議員選任解・解任委員会の議事録が確認できない。

2、評議員2名就任承諾書ない。

3、評議員の選任手続きにおいて、評議員候補者が欠格事由に該当しないこと等確認されていない。

4、評議員の招集通知に必要事項が記載されていない。

5、欠席が継続している理事がいるので、是正すること。
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6、理事の選任手続きにおいて、理事候補者が欠格事由に該当しないこと等確認されていない。

　➁実施した改善内容

１５．その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入

② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入

③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入

④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業･施設の職員を対象とした退職手当制度に加入

⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●　　）

⑥ 法人独自で退職手当制度を整備

⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

13、定款の公表について、直近に変更したものに速やかに更新してください。

14、定時評議委員会の招集通知の添付書類を送付していることを明確にしてください。

7、監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の同意を得ていない、議事録がない。

8、監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の同意を得ていないので、是正すること。

9、履歴書の作成日が最新の日付になっていない。

10、報酬総額について評議員会で決議されていない。

11、役員等報酬等支給基準を記載した書類が実際の支払う方法と異なる規定が公表されていた。

12、期限までに変更登記が行われておらず、かつ、変更登記の手続きが2週間を超えていた。

9、訂正を行った。

10、理事会で総額3000万円以下と決め、直近の評議会で議決する。

11、理事の交通費の支払いを報酬に含むとして明確にした。

12、次期の改選時には期限内に登記する。

13、４月４日の理事会で確認を取った。

14、６月の評議員会で承認を得る。

3、誓約書を作成し、各評議員より提出を求め返送され、保管している。

4、今後の評議員の開催に当たっては必要事項を書いて通知する。

5、児童に関わる業務をしており突発的なことで欠席したが、改善する努力をし出席するとの確約を得る。

6、直近の理事会で欠格事由に該当しないことを理事本人から誓約書の提出を求め保管している。

7、指摘後、確認を取った。

8、監事の選任について監事の過半数の同意を得、直近の評議員会で議決する。

1、委員会の議事内容は記録していたが議事録として保管していなかった為、議事録として保管している。

2、監査後、評議員2名から就任承諾書を書いての来保管している。

2 無

2 無

1 有

2 無

2 無

1 有
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